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第４編  参考資料編 

 

第１章 関係基準等 

 

第１節 「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関す

る当面の措置について」 

第３編第２章第４節「路盤工調査」関係 

 

１２ － １１   

平成１２年４月１８日 

 

山形県 森林整備事業担当部長 殿 

 

指 導 部 長 

 

セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び 

改良土の再利用に関する当面の措置について 

 

 セメント及びセメント系固化材を使用した改良土から、条件によっては六価クロムが

土壌環境基準を超える濃度で溶出するおそれがあるため、当面、林野庁所管の森林整備

事業の施工に当たっては以下のとおり取り扱うこととしたので留意されたい。 

 なお、セメント及びセメント系固化材とはセメントを含有成分とする固化材で、普通

ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいう。 

 

記 

 

１ セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合、現地土壌と使用予定の

固化剤による六価クロム溶出試験を実施し、土壌環境基準を勘案して必要に応じ適切

な措置を講じること。 

２ セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合、六価クロム溶

出試験を実施し、六価クロム溶出量が土壌環境基準以下であることを確認すること。 
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１３林整計第５７号  

平成１３年５月１６日  

 

山形県 森林整備事業担当部長 殿 

 

計 画 課 長 

  

「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出 

試験実施要領（案）」の一部改正について 

 

「「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当 

面の措置について」の運用について（平成１２年 ４月１８日付け１２－１２計画課長通知）」 

１に定める「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領

（案）」を別紙新旧対照表のとおり一部改正したので、参考とされたい。 
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第２節 「山形県公共測量作業規程」 

 第３編第４章「測量」関係 

 

 

山形県公共測量作業規程 

 

 山形県公共測量作業規程は、作業規程の準則（平成２０年国土交通省告示第４１３号）

を準用する。 

 この場合において、準則の第１条第１項中「準則」とあるのは「規程」と、「第３４条」

とあるのは「第３３条第１項」と、同条第２項中「準則」とあるのは「規程」と読み替

え、「規程は、」の下に「山形県が行う」を加える。 

 第２条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第３条第２項

中「準則」とあるのは「規程」と、第５条第３項第２号中「準則」とあるのは「規程」

と、第７条中「準則」とあるのは「規程」と、第８条第１項中「準則」とあるのは｢規程｣

と、第１７条第１項中「準則」とあるのは｢規程｣と、同条第２項中「準則」とあるのは｢規

程｣と、附則中「準則」とあるのは｢規程｣と、それぞれ読み替えるものとする。 
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第２章 提出書類一覧 

 

提出書類一覧 

様式 様式名 作成者 あて先 提出期日 部数 
関係条項 

設計業務等 測量・地質 

1 指示書 発注者 受注者 随時 1部 契 第 2条 契 第 2条 

2 承諾書 発注者 受注者 随時 1部 契 第 2条 契 第 2条 

3 協議書 
発注者 受注者 

随時 1部 契 第 2条 契 第 2条 
受注者 発注者 

4 報告書 受注者 発注者 随時 1部 契 第 2条 契 第 2条 

5 提出書 受注者 発注者 随時 1部 契 第 2条 契 第 2条 

6 業務工程表 受注者 発注者 契約後 7日以内 2部 契 第 3条 契 第 3条 

7 

主任技術者変更

通知書 

または 

管理技術者指定

通知書 

受注者 発注者 契約後遅滞なく 2部 
契 第 9条 

共 第 3107条 

契 第 9条 

測 共 2109条 

地 共 1108条 

8 

主任技術者変更

通知書 

または 

管理技術者経歴

書 

本人 発注者 契約後遅滞なく 2部 
契 第 9条 

共 第 3107条 

契 第 9条 

測 共 2109条 

地 共 1108条 

9 
照査技術者指定

通知書 
受注者 発注者 契約後遅滞なく 2部 

契 第 10条 

共 第 3108条 
 

10 
照査技術者経歴

書 
本人 発注者 契約後遅滞なく 2部 

契 第 10条 

共 第 3108条 
 

11 担当技術者届 受注者 発注者 
契約後遅滞なく 

（配置した場合） 
2部 共 第 3109条 

測 第 2110条 

地 第 1110条 

12 
担当技術者経歴

書 
受注者 発注者 

契約後遅滞なく 

（配置した場合） 
2部 共 第 3109条 

地 第 2110条 

測 第 1110条 

13 

主任技術者変更

通知書 

または 

管理（照査）技術

者変更通知書 

受注者 発注者 その都度 2部 
契 第 9条 

契 第 10条 
契約 9条 

14 照査報告書 照査技術者 管理技術者 業務完了時 1部 共 第 3108条  

15 
業務打合せ・協議

記録書 
受注者 発注者 随時 1部 

契 第 2条 

共 第 3111条 

契 第 2条 

測 共 2112条 

地 共 1112条 

16 業務計画書 受注者 発注者 契約後 15日以内 1部 共 第 3112条 
測 共 2113条 

地 共 1113条 

17 貸与品借用書 受注者 発注者 貸与時 1部 契 第 15条 契 第 14条 
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18 貸与品返還書 受注者 発注者 返還時 1部 共 第 3113条 
測 共 2114条 

地 共 1114条 

19 
身分証明書交付

願 
受注者 発注者 必要なとき 1部 共 第 3116条 

測 共 2117条 

地 共 1117条 

19-1 身分証明書 受注者 発注者 随時 1部 共 第 3116条 
測 共 2117条 

地 共 1107条 

20 

 

業務委託一時中

止届 
受注者 発注者 随時 2部 契 第 19条 契 第 18条 

21 
履行期間延長承

認申請書 
受注者 発注者 随時 2部 契 第 21条 契 第 20条 

22 部分使用同意書 受注者 発注者 随時 1部 契 第 36 条 契 第 35条 

23 完了通知書 受注者 発注者 随時 2部 契 第 30条 契 第 29条 

24 成果品引渡書 受注者 発注者 随時 2部 契 第 30条 契 第 29条 

25 
既履行検査請求

書 
受注者 発注者 

部分払の請求に

係る既履行部分

の完成時 

2部 契 第 35条の 2 契 第 34条の 2 

26 
既履行検査通知

書 
発注者 受注者 既履行検査完了時 2部 契 第 35条の 2 契 第 34条の 2 

27 事故報告書 受注者 発注者 事故発生時 1部 共 第 3132条 
測 共 2133条 

地 共 1133条 

 

※ 監督（調査）職員指定（変更）通知書は、「山形県委託業務等監督要領」を参照のこと。 

※ 検査日通知書、修補指示書等の検査に係る様式は、「山形県委託業務等検査要領」を参照のこと。 


